
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
及
び
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正

一

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
本
部
長
の
指
示
の
見
直
し

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
本
部
長
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
の
ま
ん
延
に
よ
り
、
国
民
生
活
及
び
国
民
経
済

に
甚
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
総
合
調
整
に
基
づ
く
所
要
の
措
置
が
実
施
さ
れ
な
い
場
合

で
あ
っ
て
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
指
定
行
政
機
関
の
長
等
及
び
都
道
府
県
の
知
事
そ
の
他
の
執
行
機
関

（
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
に
加
え
て
指
定
公
共
機
関
）
に
対
し
、
必
要
な
指
示
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
、
第
二
十
条
第
三
項
及
び
第
三
十
三
条
第
一
項
関

係
）

二

都
道
府
県
知
事
に
よ
る
代
行
等
の
見
直
し

１

都
道
府
県
知
事
に
よ
る
代
行
、
他
の
地
方
公
共
団
体
の
長
等
に
よ
る
応
援
、
事
務
の
委
託
の
手
続
の
特
例
及
び
職
員

の
派
遣
（
２
に
お
い
て
「
代
行
等
」
と
い
う
。
）
の
対
象
と
な
る
「
特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
」
と
は
、
新

型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
の
う
ち
、
地
方
公
共
団
体
が
こ
の
法
律
及
び
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す



る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
四
の
２
の

に
お
い
て
「
感
染
症
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
実
施
す
る
措
置
で
あ
っ

（二）

て
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い

う
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
条
第
二
号
の
二
関
係
）

２

特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
に
係
る
代
行
等
に
つ
い
て
、
特
定
都
道
府
県
知
事
以
外
の
都
道
府
県
知
事
又
は

特
定
市
町
村
長
以
外
の
市
町
村
長
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
。
（
第
二
十
六
条
の
二
か

ら
第
二
十
六
条
の
八
ま
で
、
第
三
十
八
条
、
第
六
十
六
条
及
び
第
六
十
七
条
関
係
）

三

感
染
を
防
止
す
る
た
め
の
協
力
要
請
等
の
見
直
し

第
三
十
一
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
事
態
又
は
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
に
お
い
て
、
都
道
府
県
知
事
が

正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
要
請
に
応
じ
な
い
者
に
対
し
、
政
令
で
定
め
る
事
項
を
勘
案
し
て
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
に
限
り
、
当
該
要
請
に
係
る
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
一
条

の
六
第
三
項
及
び
第
四
十
五
条
第
三
項
関
係
）

四

国
の
財
政
上
の
措
置
等
の
見
直
し

１

国
の
負
担
額
算
定
の
基
準
の
見
直
し



都
道
府
県
が
支
弁
す
る
費
用
に
対
す
る
国
の
負
担
に
つ
い
て
、
当
該
都
道
府
県
が
当
該
費
用
を
支
弁
す
る
会
計
年
度

の
前
年
度
に
お
け
る
当
該
都
道
府
県
の
標
準
税
収
入
に
対
す
る
当
該
費
用
の
総
額
の
比
率
を
基
準
と
す
る
も
の
と
す
る

こ
と
。
（
第
六
十
九
条
関
係
）

２

特
別
の
交
付
金
の
交
付

国
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
に
係
る
次
に
掲
げ
る
費
用
で
都
道
府
県
又
は
市
町
村
が
そ
の
一
部
を
負
担
す

る
も
の
に
つ
い
て
、
当
該
都
道
府
県
又
は
当
該
市
町
村
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、
交
付
金
を
交
付
す
る
も
の
と
し
、

算
定
方
法
等
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
。
（
第
六
十
九
条
の
二
関
係
）

第
六
十
九
条
に
規
定
す
る
費
用

（一）

感
染
症
法
第
三
十
六
条
の
十
二
、
第
六
十
一
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
第
六
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第

（二）
三
項
に
規
定
す
る
費
用

３

起
債
の
特
例

政
令
で
定
め
る
地
方
公
共
団
体
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
の
発
生
時
に
お
い
て
国
民
の
生
命
及
び
健
康
を
保

（一）
護
し
、
並
び
に
国
民
生
活
及
び
国
民
経
済
に
及
ぼ
す
影
響
が
最
小
と
な
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
実
施
す
る
措
置
で
総



務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
通
常
要
す
る
費
用
で
当
該
地
方
公
共
団
体
の
負
担
に
属
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
新
型
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
本
部
（
以
下
「
政
府
対
策
本
部
」
と
い
う
。
）
が
設
置
さ
れ
た
時
か
ら
当
該
政
府
対
策
本
部

が
廃
止
さ
れ
る
ま
で
の
期
間
の
属
す
る
年
度
に
限
り
、
地
方
財
政
法
第
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
地
方
債
を

も
っ
て
そ
の
財
源
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
七
十
条
の
二
第
一
項
関
係
）

の
地
方
債
は
、
国
が
、
そ
の
資
金
事
情
の
許
す
限
り
、
財
政
融
資
資
金
を
も
っ
て
引
き
受
け
る
も
の
と
す
る
こ

（二）

（一）
と
。
（
第
七
十
条
の
二
第
二
項
関
係
）

五

内
閣
官
房
に
内
閣
感
染
症
危
機
管
理
統
括
庁
を
置
く
こ
と
に
伴
う
所
要
の
改
正

政
府
対
策
本
部
及
び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
推
進
会
議
の
事
務
に
つ
い
て
、
第
二
の
三
の
内
閣
感
染
症
危
機
管

理
統
括
庁
が
処
理
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
七
条
第
二
項
及
び
第
七
十
条
の
七
関
係
）

六

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

第
二

内
閣
法
の
一
部
改
正

一

内
閣
官
房
の
つ
か
さ
ど
る
事
務
に
、
法
律
（
法
律
に
基
づ
く
命
令
を
含
む
。
）
に
基
づ
き
内
閣
官
房
に
属
さ
せ
ら
れ
た



事
務
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
二
条
第
二
項
関
係
）

二

内
閣
危
機
管
理
監
は
、
臨
時
に
命
を
受
け
、
感
染
症
に
係
る
危
機
管
理
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
、
内
閣
感
染
症
危
機

管
理
統
括
庁
の
事
務
の
処
理
に
協
力
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
五
条
第
三
項
関
係
）

三

内
閣
感
染
症
危
機
管
理
統
括
庁
の
設
置

１

内
閣
官
房
に
内
閣
感
染
症
危
機
管
理
統
括
庁
を
置
く
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

内
閣
感
染
症
危
機
管
理
統
括
庁
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
府
行
動
計
画
の
策
定
及
び
推
進
に
関

（一）
す
る
事
務

政
府
対
策
本
部
に
関
す
る
事
務

（二）

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
推
進
会
議
に
関
す
る
事
務

（三）

か
ら

ま
で
の
ほ
か
、
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
十
五
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
感

（四）

（一）

（三）

染
症
の
発
生
及
び
ま
ん
延
の
防
止
に
関
す
る
も
の
（
国
家
安
全
保
障
局
、
内
閣
広
報
官
及
び
内
閣
情
報
官
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）



３

内
閣
感
染
症
危
機
管
理
統
括
庁
に
、
内
閣
感
染
症
危
機
管
理
監
一
人
を
置
く
も
の
と
す
る
こ
と
。

４

内
閣
感
染
症
危
機
管
理
監
は
、
内
閣
官
房
長
官
を
助
け
、
命
を
受
け
て
庁
務
を
掌
理
す
る
も
の
と
し
、
内
閣
総
理
大

臣
が
内
閣
官
房
副
長
官
の
中
か
ら
指
名
す
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

５

内
閣
感
染
症
危
機
管
理
統
括
庁
に
、
内
閣
感
染
症
危
機
管
理
監
補
一
人
を
置
く
も
の
と
す
る
こ
と
。

６

内
閣
感
染
症
危
機
管
理
監
補
は
、
内
閣
感
染
症
危
機
管
理
監
を
助
け
、
庁
務
を
整
理
す
る
も
の
と
し
、
内
閣
総
理
大

臣
が
内
閣
官
房
副
長
官
補
の
中
か
ら
指
名
す
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

７

内
閣
感
染
症
危
機
管
理
統
括
庁
に
、
内
閣
感
染
症
危
機
管
理
対
策
官
一
人
を
置
く
も
の
と
す
る
こ
と
。

８

内
閣
感
染
症
危
機
管
理
対
策
官
は
、
内
閣
感
染
症
危
機
管
理
監
及
び
内
閣
感
染
症
危
機
管
理
監
補
を
助
け
、
命
を
受

け
て
、
内
閣
感
染
症
危
機
管
理
統
括
庁
の
所
掌
事
務
に
係
る
重
要
な
政
策
に
関
す
る
事
務
を
総
括
整
理
し
、
及
び
そ
の

所
掌
事
務
の
う
ち
重
要
事
項
に
係
る
も
の
に
参
画
す
る
も
の
と
し
、
厚
生
労
働
省
の
医
務
技
監
を
も
っ
て
充
て
る
も
の

と
す
る
こ
と
。
（
第
十
五
条
の
二
関
係
）

四

内
閣
官
房
副
長
官
補
（
三
の
６
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
が
指
名
し
た
者
を
除
く
。
）
は
、
臨
時
に
命
を
受
け
、
感
染
症

に
係
る
危
機
管
理
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
、
内
閣
感
染
症
危
機
管
理
統
括
庁
の
事
務
の
処
理
に
協
力
す
る
も
の
と
す
る



こ
と
。
（
第
十
七
条
第
三
項
関
係
）

五

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

第
三

附
則

一

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
三
の
二
は
公
布
の
日
か
ら
、
第
一
の
四
に
つ
い
て
は
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も

の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
二
条
関
係
）

三

こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
、
関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
三
条
及

び
第
四
条
関
係
）


